
※　事務局による類型
■：Ａ　「チャレンジ!!」達成済
■：Ｂ　具体的取り組みを実施中
□：Ｃ　未着手（取り組みを検討中）

　第１章　たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

施策

コード 類型 ※

111 文化・芸術

文化関連施設が連携して、新たな
事業に取り組むことにより、施設
の魅力を高め、利用者の増加と文
化振興を図ります。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

平成26年度に文化施設スタンプラリーを試行する。
文化施設の館長等の会議を継続し、各施設が連携し
た新たな取り組みを検討する。

112
地域間交流・
国際交流

交流人口創出プログラムの実施に
より、1000万交流圏の観光・文
化・スポーツ交流拠点づくりを推
進します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

空き家バンクの充実により、移住等希望者の受け入
れを図る。また、友好都市等との各種交流事業の推
進により、交流人口の増大を図る。

113 人権尊重社会
すべての市民がお互いを尊重し、
思いやる差別事象０（ゼロ）のま
ちを目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

・今後も、差別やいじめ、虐待等による人権侵害を
なくすため、各種事業を推進し、人権意識の醸成と
意識改革を図っていく。
・隣保館（人権文化センター）では、各種事業にお
いて啓発活動を推進し、市民一人ひとりの人権意識
の高揚を図っていく。

114
男女共同参画
社会

ＤＶ被害にあった時に、市役所に
相談窓口があることを知っている
市民の割合が100％になることを
目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も様々な媒体、及び県、圏域のネットワークに
よる連携を図り、啓発を行っていく。

122 学校教育

中学校区ごとの教育推進会議を中
心に、小学校から中学校に子ども
たち一人ひとりの教育成果・課題
をスムーズに引き継ぎ、小中学校
間で指導の方針や方向を共有し
て、義務教育9年間の学びの充実を
目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

中学校区ごとの取り組みを継続するとともに、市教
育委員会では、児童生徒の一層の学力向上を願い、
学力向上会議、（小中学校）研究主任会議などを通
じて教師の指導力の育成を図っていく。また、一人
でも多くの不登校生が学校に戻ることができるよう
不登校となっている子どもたちを温かく支援してい
く。

123
高校教育・高
等教育

本市の環境を生かした高等教育機
関の誘致など、高等教育機会の拡
充を促進します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

本市に適した形で高等教育機会の拡充を推進できる
よう、環境整備を進める。

第一次佐久市総合計画後期基本計画「チャレンジ!!」の進行状況（まとめ）

中学校区ごとの教育推進委員会により、小中学校間での
日常的な交流の推進を図った。特に、中学校の英語科教
師とＡLＴによる小学校での出前授業、中学校区内の小中
学校教師の合同研修など中学校区ごとに工夫して取り組
んだ。

高等教育機会の拡充策として、奨学金の貸付を通じた高
等教育への就学支援を行った。

施策名 今後の方針チャレンジ
平成２５年度の取り組み

取り組み状況

文化施設の館長等の会議を開催し、連携した取り組みの
検討を行った。情報交換を行い各施設の企画等に生かす
とともに、平成26年度に文化施設スタンプラリーを試行
することを決定した。

移住等希望者への様々な情報発信により、移住交流の促
進を図った。また、友好都市等との交流事業では、首
長、議長はもとより、民間レベルでの各種交流事業を促
進した。

・差別事象ゼロを目指し、人権意識の醸成と意識改革を
図るため、小学生を対象にした「人権の花運動」や広く
市民を対象として、「巡回指導事業」「人権同和教育講
座」等各種学習会を開催した。
・隣保館（人権文化センター）では、生活文化の向上
と、人権意識の高揚、住民福祉の向上を目指し、啓発・
広報活動の実施及び各種教室を開催し交流を図った。生
活人権相談員の配置により相談体制の充実・強化を図っ
た。

広報や啓発運動等を通じて、DV被害の深刻さ、また被害
にあった時の相談等の周知を行った。

資料 ３－２
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　第１章　たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥（続き）

施策

コード 類型 ※

124
青少年の健全
育成

家庭・学校・地域・関係団体との
連携を強化し、青少年を健全に育
成する地域ぐるみの取り組みを充
実させます。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も研修会や合同活動等の場を提供し、育成推進
員・補導委員が地域で充分な活動が出来るよう支援
することで、取組を充実するすると共に、引き続き
青少年健全育成市民集会を実施し、市民に啓発して
いく。

131 生涯学習
周辺市町村との連携により、公共
図書館の広域ネットワークの構築
を目指します。

Ｃ　未着手（取
り組みを検討
中）

各市町村において、図書館システムの構築方法、契
約年数等や、利用登録についての制限等の違いがあ
るため、現状では難しい状況であるが、時間をかけ
ての検討が必要と思われる。

132 スポーツ

全国大会などで活躍が期待される
競技者の育成を促進するととも
に、一流のスポーツに触れ感動す
る機会の充実を図ります。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

佐久総合運動公園陸上競技場や総合体育館、整備予
定の武道館を活用し、競技者の育成を図るととも
に、一流のスポーツに触れる機会を企画立案してい
く。

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

家庭・学校・地域・関係団体との連携を強化するために
は、育成推進員・補導委員としての自覚を持ち、地域へ
出て広く市民に青少年健全育成活動を広げて行くことが
重要である。そのためには各委員の資質の向上が不可欠
となるので、研修会や関係団体との合同活動等を実施し
た。また、青少年健全育市民集会の実施により、広く市
民に啓発した。

佐久地域定住自立圏検討部会（社会教育部会）におい
て、定住自立圏により推進する具体的取組として、図書
館ネットワークシステムの構築について検討したが、取
り組まないとした市町村が多く、すぐに取り組むことは
難しい状況である。

ＡＣ長野パルセイロのホームゲーム開催を市広報誌やＦ
Ｍさくだいらを活用して、地域に呼びかけるなど一流の
スポーツに触れ、感動する機会の提供を行った。
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　第２章　ネットワークで築く地域の個性・特色を生かした多機能都市づくり

施策

コード 類型 ※

211
.高速交通ネッ
トワーク

松本・佐久間の地域高規格道路の
建設実現を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

国における広域道路整備基本計画に地域高規格道路
としての位置付けがされるよう国及び県に要望活動
を行う。

212
地域交通ネッ
トワーク

市民の日常生活に必要な交通移動
手段を確保・維持するため、民間
交通事業者、市民と一体となって
地域公共交通の充実に取り組みま
す。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

・公共交通の利用者数は年々減少傾向を呈している
ため、これに伴い運賃収入の減少が見込まれ、市の
支出は増加すると認められる。
・利用者数が少ない路線の廃止

221 土地利用
産業の活性化、雇用の増大を目指
し、土地の有効利用を促進しま
す。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

中部横断自動車道の佐久南ＩＣ以降の開通や北陸新
幹線の延伸を控え、商業集積及び企業誘致に好機と
なる時期であるので雇用増大につながる土地利用を
全庁的に推進していく必要がある。

222 市街地
都市計画マスタープランに基づ
き、地域の特性を生かしたまちづ
くりを進めます。

Ｃ　未着手（取
り組みを検討
中）

事業と地権者要望との調整を図り、同意を得て、事
業計画・換地設計等に着手する。

223 住宅・宅地

公営住宅の管理方法について、指
定管理者や管理代行制度などを研
究し、効果的な手法を導入しま
す。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後は、管理代行と指定管理の業務内容の効率化を
推進する。

231
高度情報通信
ネットワーク

市内の（市外でも）どこでも市役
所とつながる、「電子自治体」を
実現します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

年々利用者も増加していることから、市民のニーズ
は高いと思われるので、より一層利用できる項目数
の増加と利用促進の広報を行っていく。

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

土地区画整理事業により、小規模で事業効果が得られる
箇所や手法を検討した。

平成２４年１０月から公営住宅については管理代行制度
で、平成２５年４月１日から公営住宅以外の市営住宅に
ついて指定管理者制度による管理方法に移行した。

電子申請で手続きができる項目数の増加を図った。

松本地域、上田地域及び佐久地域を地域高規格道路で結
び、各地域の交通と産業経済の発展を図るために関係団
体によって組織化された同盟会を通じ要望活動を行っ
た。

市内公共交通の運行状況の検証に基づく運行ダイヤと運
行経路の改正、利用者対象乗車ヒアリング調査、全市民
対象アンケート調査、公共交通に関する懇談会、利用促
進のための乗車体験会、利用促進と利便性向上のため市
内巡回バスにバリアフリー車両３台の導入などを行っ
た。

国土利用計画の方針に沿って商業集積及び企業誘致が図
られるよう市内適地について全庁横断的な体制で協議、
検討を行った。
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　第３章　１００万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出

施策

コード 類型 ※

311 農業
本市の風土や条件に適した新品目
の導入を図ります。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

　試験圃場における、収益性の高い転作作物の実証
と新技術の導入試験を継続実施するとともに、優良
品種の選定や栽培方法の実証を進める。また、「信
州の伝統野菜」として選定された「佐久古太きゅう
り」などの産地化を推進しブランド化を図る。

312 水産業
佐久鯉の消費拡大のために、新し
い調理法や新商品を開発します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

商業・観光業と連携した水産業の多面的な振興を図
る。

313 林業
地場産材であるカラマツ材などを
公共施設などに活用し、地場産材
の利用を推進します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

市が実施する公共事業における地域材利用の推進を
通じて需要が生まれることにより、森林整備を促進
していく。

321
商業・サービ
ス業

商店会組織の機能強化と活性化を
図り、地域商店街の魅力を向上さ
せます。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

引き続き、商店街が自主的に実施する各種事業に積
極的に支援するとともに、空き店舗解消のための補
助金を創設し、魅力ある商店街の形成を図る。

331 観光
市民交流ひろばを活用した大型観
光イベントを実現します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

各種イベントに積極的に参加し、首都圏、北陸、中
京圏などにおける誘客宣伝活動など、積極的かつ効
果的なＰＲ活動を展開し、着地型観光を推進する。

341 工業
企業立地を実現させるとともに、
医療・健康・福祉関連産業の創出
と集積を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

国内での立地動向がある内需産業としての、食品、
医療、健康、物流への企業訪問を増加し、企業立地
を推進するとともに、既存企業への新産業創出を支
援していく。

351 就労・雇用
地域内の働く場と雇用機会を確保
し、新規学卒者の地元企業への就
職を促進します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

雇用情勢は改善しつつあるが、商工業だけではな
く、農林業や介護・福祉などの新たな成長産業など
へも、その時の状況に対応した支援策を検討してい
く。

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

各商店会組織が行う「まちおこし事業」等に対して、継
続して支援を行った。また、地域商店街活性化法の認定
を受けた岩村田本町商店街振興組合及び中込商店会協同
組合については、国の補助対象事業に上乗せ補助をする
ことにより、集中的に支援を行った。

市民交流ひろばでは、バルーンの搭乗体験による誘客の
ためのＰＲを行った。

企業立地については、産業立地推進員の企業訪問によ
り、迅速な対応の結果、平成２４年度に２社、平成２５
年度に１社の立地に成功した。しかし、製造工場の海外
移転等が進み国内での企業誘致は大変厳しい状況にある
ため、業種を絞った企業誘致が行えていない状況であ
る。既存企業の新産業創出のためのものづくりへの支援
も実施した。

雇用確保・安定のために、関係機関との連携も含めて、
支援を行った。

新品目導入試験圃場において青大豆「あやみどり」、カ
モミールの栽培、耕うん同時畝立て播種を行うなど、収
益性の高い転作作物の実証と新技術の導入試験を実施す
るとともに、見学会、体験会を開催し、普及啓発を図っ
た。

鯉の持つ栄養価などの特長を知っていただくために、料
理教室やレシピ本の作成を行った。

平成24年度に策定した「佐久市公共建築物・公共土木等
における木材利用促進方針」に基づき、市が行う公共事
業は、できる限り地域材を利用することを周知した。
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　第４章　みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

施策

コード 類型 ※

411
福祉のまちづ
くり

全地区が災害時住民支え合いマッ
プを完成し、必要に応じて見直し
更新を行います。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も社会福祉協議会等を通じて、マップ未作成の
地区においての作成、また作成された地区において
はその見直しを進めていただくよう、推進してい
く。

412
高齢者福祉・
介護保険

介護予防事業を通じ、健康寿命を
延ばします。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

保健・医療・福祉・介護の各分野の連携を図り、高
齢者を支援していく。

413 障がい者福祉
障がい児・者及び家族に対するラ
イフステージに応じた一貫した相
談支援体制の充実を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

平成26年度末までに、障害福祉サービスを利用して
いる全対象者に、サービス等利用計画を作成してい
く。
「サポートブック」については、今後も周知に努め
るともに、内容の見直しを図っていく。

421 健康増進
食育を通して食を大切にする心を
育み、朝食を毎日食べる小学生・
中学生の割合を100％にします。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も保育園や学校において、食育活動を継続・強
化していく。市民全体に食育の必要性を啓発する。

422 保健活動

住みやすい社会を目指し、多様な
悩みを抱える方を支援する絆を拡
大するなど、「生きるための支
援」に取り組むことにより、自殺
者０人を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

・今後も相談事業は継続する。
・相談電話をフリーダイヤル化し、より相談の環境
を充実する。
・関係機関、周辺市町村とも連携して啓発活動を実
施する。

423 医療

市民・地域・医療機関との連携・
協力を進め、日常の生活圏におい
て必要なときに必要な医療サービ
スを受けることのできるよう地域
に密着した地域完結型医療を構築
します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も急病診療センターを継続して開設する。医療
連携協議については、佐久医療センターが平成26年
3月1日に開院を迎え、医療機関の役割分担が明確に
なる中で、医療の安定供給を促すための連携協議を
継続するとともに、正しい医療機関のかかり方等に
ついて、引き続き市民に対する啓発活動を継続す
る。

424
医療保険・国
民年金

特定健康診査の受診率を65％まで
引き上げます。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

定期的に診療を受けている者へのヘモグロビンＡ１
Ｃ付加検査による特定健診とみなす診療を市内医療
機関と協力を図り今年度より実施

431 母子保健
父母への啓発活動の強化などによ
り、乳幼児健診受診率100%を目指
します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

母子保健事業は、安心安全に産み育てるための基本
事業であるため、今後も社会情勢等の状況を踏ま
え、実施を強化していく。

432
子育て支援・
児童福祉

本市の合計特殊出生率を1.6から
1.9まで伸ばします。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

合計特殊出生率が上昇するよう、今後も各種施策を
実施することにより、安心して産み育てることがで
きる子育て支援環境を提供していく。

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

妊娠中に実施するパパママ教室への参加を母子手帳の交
付時に周知して参加を促し、教室では乳幼児健診の必要
性等を啓発した。未受診者への受診勧奨を前日、当日の
電話連絡、来所しない方へのはがき勧奨等を行った。

各種施策を実施し、安心して産み育てることができる子
育て支援環境の整備を行った。

障害者総合支援法に基づく指定特定相談支援事業所・相
談支援専門員の拡大について、障害福祉サービス事業所
に働きかけた。
発達障害及び発達の気になる児童に対し、成長段階ごと
に関わる支援関係者が情報を共有し、一貫した支援がで
きるためのツールとして作成した「サポートブック虹の
かけはし」を希望者に配布した。

広報において食育だよりを掲載し、啓発活動を行った。
保育園・学校において食育活動を実施し、朝食摂取の必
要性を啓発した。

・毎日の電話相談事業として「こころのほっとライン佐
久」を開設した。
・毎月1回「こころの相談日」を設け、相談事業を実施し
た。
・「ゲートキーパー養成講座」「心の健康づくり講座」
を開催し自殺防止の啓発活動を行った。

平日夜間や休日小児の初期救急医療を確保するため、浅
間総合病院内に急病診療センターを開設している。ま
た、初期救急から3次救急までの安定的な医療提供体制を
確立するため、佐久総合病院再構築を支援するととも
に、佐久医療センター開院後の医療機関の役割分担につ
いて、市民理解を得る取り組みを進めてきた。

・広報、ＦＭさくだいら、佐久ケーブルＴＶ、未実施者
への電話による受診勧奨
・「受診券」の発送による医療機関への直接申し込みを
可能とした。
・１０月の受診勧奨月間中の市内大型店での受診勧奨・
広報車の市内巡回

平成２５年度末において、２４０区中２１３区でマップ
が作成された。

地域包括支援センターと連携し、介護や生活相談の充実
を図っている。
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　第５章　水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

施策

コード 類型 ※

511 環境保全
市内の自然エネルギーを用いた電
力自給率、3%を目指します。

Ａ　「チャレン
ジ!!」達成済

新たに策定した「佐久市環境エネルギー重点プラ
ン」に基づき、平成２９年度までに市内の再生可能
エネルギーを用いた電力自給率８％を目指してい
く。

512
街並み緑化・
公園・景観形
成

アダプトシステムによる公園管理
の実施率を36%まで向上させま
す。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

25年度末で、アダプトシステムの実施率は43%と
なっているので、引き続き事業が継続されるように
実施団体への援助を行っていく。

521 環境衛生
1人1日あたりのごみ排出量が少な
い都市、全国1位を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

目標とするところは、大変高いものであるが、目標
に向け少しでも前進できるよう施策に取り組んでい
く。

522 上水道

水を自然流下方式で配ることがで
きる地形を生かしながら、太陽光
発電を導入するなどにより、環境
に配慮した水道を構築します。

Ｃ　未着手（取
り組みを検討
中）

環境に配慮した水道の構築を検討していく。

523 下水道 市内の全戸水洗化を図ります。
Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も戸別訪問を継続し、未接続の理由を分析し、
水洗化率の向上を図る。

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

平成25年12月末の時点で、市内における自然エネルギー
を用いた電力自給率は、４．５２％であり、後期基本計
画の目標である電力自給率３％を大幅に超えた。

管理委託をしていた行政区等に対するアダプトシステム
への移行の働き掛けや広報佐久、市ホームページで募集
を行い、25年度末で27公園で実施した。

ごみの減量化、及び再資源化施策を継続的に推進し、市
民、事業者の皆さんへの啓発により取り組んだ。

今年度は取り組みなし。

平成２２年度より、下水道供用開始区域の未接続世帯を
対象に水洗化促進の戸別訪問を行っている。
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　第６章  市民生活の安全確保と市民満足度の向上

施策

コード 類型 ※

611 防災
地域ごとの特性を考慮した防災対
策を推進し、地域防災の強いまち
をつくります。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

引き続き、「自助・共助・近助・公助」の役割につ
いて、各防災関係機関及び自主防災組織の防災組織
体制力の向上を図る。更に、防災告知について、費
用対効果等を検討し、充実を図る。

612 消防・救急
消防・救急体制を充実し、市民の
財産・生命を守ります。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

佐久消防署、北部消防署の庁舎については、平成２
６年度に竣工する予定。また、消防指令センターの
整備についても平成２６年度内に完了する予定。

613 交通安全
交通事故死亡者数 0（ゼロ）のま
ちを目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

交通安全運動に伴う交通指導所の開設、交通弱者
（幼児児童高齢者）を対象とした交通安全教室の開
催、佐久市交通安全市民大会の開催により、交通事
故防止の啓発活動を行う。

614 防犯
地域防犯体制の充実と地域住民の
防犯意識の高揚を図り、犯罪のな
いまちづくりを推進します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

引き続き、行政、防犯協会、警察、教育機関、PTA
など関係機関の連携を強化し、市民総ぐるみの防犯
体制、防犯環境を整備していく。

615 消費生活
振り込め詐欺などの消費被害の根
絶を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

・高齢者の被害が増加する傾向にある中、講習会等
に参加できない高齢者に対する被害防止教育を実施
していく。

621
協働のまちづ
くり

佐久市市民活動サポートセンター
を拠点として、市民活動支援のた
めの情報ネットワークを構築し、
人と人を結ぶ心豊かなまちをつく
ります。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

今後も、情報の収集・発信、相談・コーディネート
等の基幹機能の充実・強化に努める。また、市民活
動の活性化を図るため、様々な活動団体や市民の交
流の機会を提供し、また各種講座を開催する。

622
コミュニティ
の育成

一人ひとりの活力により、市民同
士による共助と地域の魅力を高め
ます。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

都市化の進展と共に、区への加入率も低下してお
り、共助の精神は希薄化する傾向にあることから、
区への活動への参加について理解が得られるよう努
めていく。

623 公共施設
統廃合も含めた公共施設の適正配
置と効率的な運営や維持管理を進
めます。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

時代の変化に伴い、公共施設の適切かつ効率的な配
置が求められているため、同種の施設の統廃合や遊
休施設の有効活用など、公共施設の計画的な整備や
施設に合った管理者の選定、長寿命化等の効率的運
営を推進していく。

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

防犯体制については、佐久市防犯協会等の団体と連携
し、地域の防犯組織が年間を通じて活動した。その活動
を通して、住民の防犯意識の高揚を図った。

防犯体制については、佐久市防犯協会等の団体と連携
し、地域の防犯組織が年間を通じて活動した。その活動
を通して、住民の防犯意識の高揚を図った。

・佐久市消費生活センターの運用を開始し、消費者問題
相談業務の充実を図った。
・市内老人クラブに対し、高齢者悪質商法被害防止教室
の開催を行った。

サポートセンターを設置し、ワークショップに参加した
市民で構成された市民団体に運営業務を委託した。公設
民営による運営の利点を活かし、市民目線での支援業務
を行った。様々な市民活動を結びつける核となることを
目指し、市民活動に関する情報の収集・発信、相談・
コーディネート、活動場所の提供等の業務を実施した。

コミュニティの活性化のため、区への交付金交付を行っ
た。区長会と行政の懇談の機会を設けるなど、連携強化
に努めた。

平成25年度、保有する施設の現状と課題を把握すること
を目的とした「佐久市公共施設白書」を作成し、その結
果を踏まえ、施設に関する市の基本的な考え方を明らか
にするための「佐久市公共施設マネジメント基本方針」
を策定した。

自主防災組織は、地域コミュニティが重要度を占めるた
め、防災の高揚を図るために出前講座等を通じ、各地域
等で積極的な講演会等を展開した。

佐久消防署、北部消防署の庁舎新築及び消防指令セン
ターの整備により消防・救急体制の充実を図っている。
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　第６章  市民生活の安全確保と市民満足度の向上（続き）

施策

コード 類型 ※

624 行財政
自主財源の確保対策などにより、
財政力指数の向上を目指します。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

臨時財政対策債や合併特例事業債等の交付税算入の
ある起債の償還費の増に伴う基準財政需要額の増、
地方経済の低迷による市民税の減少や土地価格の低
迷による固定資産税の減少など基準財政収入額の減
といった要因により、財政力指数の低迷が懸念され
る。しかし、企業誘致等の施策も徐々にではあるが
成果を上げつつあることから、今後も実施計画を基
本として地域経済の活性化施策への予算の重点配分
を継続する。

625 広域連携

佐久地域の中心市としての役割を
果たし、佐久地域全体の魅力向上
と一体感のあるまちづくりを進め
ます。

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

関係市町村との連携・協力による取り組みを推進
し、圏域全体の生活機能やネットワークの強化を図
る。
佐久地域定住自立圏共生ビジョンの見直しを行い、
社会情勢の変化に対し柔軟な対応をする。

0 7 2 9

0 5 1 6

0 7 0 7

0 9 0 9

1 3 1 5

0 10 0 10

1 41 4 46

施策名 チャレンジ
平成２５年度の取り組み

今後の方針
取り組み状況

６　市民生活の安全確保と市民満足度の向上

１　たくましく心豊かな人材の育成と地域文化の保存・継承と発祥

３　100万経済圏を目指した産業基盤の強化と新たな産業の創出

５　水と緑きらめく自然と共に生きる快適環境の創出

章別まとめ

２　ネットワークで築く地域の個性・特色を生かした多機能都市づくり

４　みんなが生涯現役で住みよい健康長寿のまちの形成

主たる自主財源である市税等の増額を図るため、既存企
業に対する各種支援のほか、新たな企業の誘致等による
地域経済の活性化に資する事業に対し、予算を重点配分
した。

平成23年度に策定した佐久地域定住自立圏共生ビジョン
に基づき、関係市町村との連携事業を推進した。また、
事業等の見直しを定期的に行い、対象事業の拡大を図
り、地域全体又は必要な市町村で実施した。

Ａ　「チャレン
ジ!!」達成済

Ｂ　具体的取り
組みを実施中

Ｃ　未着手（取り
組みを検討中）

計

総合
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